
事務事業評価シート（事後評価）
事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

年度 （ ）

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

まちづくり整備基金

事業開始時期

公園不足地区解消率

環1-2 みどりの空間の創出

　西東京市総合計画（後期基本計画）の策定に伴う市民意識調査結果（平成19年度）で
は、環境面の分野で「公園の整備や道路・公共施設の緑化推進」を重要視する割合が
85.1％となっている。

都内26市のサービス水準との比較
（平均値、本市の順位など）

　本市の市民一人当たり公園面積（1.78㎡）は、都内26市中25位であり、他市
に比べて公園面積が不足している状況である。

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　特になし代替・類似サービスの有無

公園や緑地の拡充に加え、街路や公共施設、生垣などの身近な場所での緑化をす
すめ、目に映るみどりの創出をめざします。

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　公園不足地区（18地区）の内、公園整備により不足が解消された地区の割合
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《指標の説明・数値変化の理由　など》
　①当該年度に買収した公園用地面積
　②当該年度に施設整備を実施した公園面積

19年度 20年度 21年度

①公園用地買収面積 実績値 ㎡ 4,539
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活動等指標 単位 18年度

②公園整備面積 実績値 ㎡ 3,173
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7-5-1 公園広場整備事業 生活環境部　みどり公園課
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事務事業の目的 根拠法令等

　買い取り申し出のあった解除生産緑地や借地公園、雑木林、屋敷林等を計画的に買い取り公園緑地として整備
し、豊かなみどりの創出や保全・活用を図る。

事業内容・実施方法等／補助の概要：補助団体の概要（団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等）、補助金の概要（国・都
基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額）等　　※該当する予算事業名・節目を明記する

　「公園・緑地の適正配置方針」における公園不足地区（18地区）内の用地を買収し公園として整備する。また、施設整備の内容については、市
民参加により検討し決定する。
　・借地公園として開園していた北宮ノ脇公園の用地（1,936㎡）を買収し、施設の再整備を実施する。
　・買い取り申し出のあった解除生産緑地（2,603㎡）を買収し、（仮称）芝久保町三丁目公園として整備する。

〔予算事業名〕　北宮ノ脇公園整備事業費、（仮称）芝久保町三丁目公園整備事業費

平成13

法律

条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他



事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

【一次評価】

Ｃ

【二次評価】

Ｃ

【行革本部評価】

行革本部評価
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市民ニーズ
の把握
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3

3

2

検証項目

Ａ

Ｂ

2

2
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3
直接のサービ
スの相手方

一次評価
○検証項目、評価の判断理由
○事業実施上の課題や今後改善すべき点等

ランク

事業主体
の妥当性

事業の
必要性

事業の優先
度（緊急性）

環1-2 みどりの空間の創出
公園や緑地の拡充に加え、街路や公共施設、生垣などの身近な場所での緑
化をすすめ、目に映るみどりの創出をめざします。
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評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等

　本市の市民一人当たりの公園面積は他市と比較して小さく、市民ニーズも高いことから、計画的な公園広場の
整備が必要である。
　多額の財源が必要とされることを踏まえ、地域的なバランスも考慮しながら、適正な事業実施に努められたい。

Ｂ

直接のサービ
スの相手方 2

事業内容等
の適切さ

3

事業内容等
の適切さ

Ａ

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

市民ニーズ
の把握

検証項目

受益者負担
の適切さ

3

　本市の市民一人当たり公園面積は1.78㎡で
あるが、都市公園法施行令で定められている
標準面積５㎡以上には、遠く及ばない状況に
ある。
　潤いや安らぎのある生活環境の創出を図る
ために、計画的な公園・緑地の確保を求める
市民ニーズを踏まえ、継続実施が必要な事業
である。
　市民サービスの公平性等を図るために策定
された「公園・緑地の適正配置方針」における
公園不足地区の解消を優先し、今後も事業を
実施することが妥当である。
　公園整備には用地買収費などに多額な費
用を要すため、財源の確保が厳しい状況にあ
る。

2

2

ランク 二次評価
○検証項目、評価の判断理由
○事業実施上の課題や今後改善すべき点等

　生産緑地や借地公園は、市にとって貴重な
緑地であり、近隣市に比べて本市の市民一人
当たりの公園面積が小さいという現状からも、
これらの土地の買い取り申し出に対し、方針
に沿って計画的に整備公園の整備を進めるこ
との必要性は認められる。
　しかしながら、本事業は多額の財源を要する
事業であることから、実施に当たってはその都
度、財政状況はもちろん、地域的なバランス
等も踏まえた事業効果の判断が必要となる。
特に、平成23年度以降は合併特例債が活用
できなくなることから、継続的な実施に向け
て、今後は基金の創設等による財源的な裏づ
けも検討していく必要がある。
　また、整備後の公園の維持管理について
も、市民との協働を積極的に進める等、地域
に密着した施設として有効活用されるよう検討
されたい。
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検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目


